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問問合せ　申申込み

催し物などが中止や延期となる可能性があります。

いただくか、担当部署にお問い合わせください。

地
の
利
用
状
況
な
ど
を
確
認
す
る
現

地
調
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

利
用
状
況
が
変
わ
っ
て
い
る
場
合

は
、
立
ち
会
い
な
ど
を
お
願
い
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
調
査
を

行
う
職
員
は
「
固
定
資
産
評
価
補
助

員
証
」
を
携
帯
し
て
い
ま
す
。

※
土
地
や
家
屋
の
用
途
を
変
更
し
た

場
合
は
税
額
が
変
更
に
な
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
、
資
産
税
課
ま
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い

問
同
課
☎
（２０）
３
０
０
９

被
災
橋
り
ょ
う
復
旧
費

補
助
金
交
付
に
つ
い
て

　

橋
り
ょ
う
の
災
害
復
旧
補
助
が
ま

も
な
く
締
め
切
り
と
な
り
ま
す
。

　

個
人
が
所
有
ま
た
は
占
有
す
る
橋

が
令
和
元
年
東
日
本
台
風
被
害
に
伴

い
、
損
傷
ま
た
は
滅
失
し
た
場
合
に
、

所
有
者
ま
た
は
占
有
者
自
ら
が
そ
の

効
用
を
復
旧
す
る
工
事
に
対
し
て
、

令
和
２
年
７
月
１
日
よ
り
受
け
付
け

を
開
始
し
ま
し
た
が
、
令
和
３
年
12

月
28
日
（
令
和
4
年
3
月
31
日
工
事

完
了
）
を
も
っ
て
、
受
け
付
け
を
終

了
し
ま
す
。
も
し
か
し
た
ら
？　

と

お
考
え
の
場
合
に
は
、
道
路
河
川
課

ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
同
課
☎
（２０）
３
１
０
２

企
画
展
関
連
イ
ベ
ン
ト

●
講
演
会

　

郷
土
博
物
館
第
74
回
企
画
展

「
中
根
東
里
展
―
「
芳
子
」
と
門

人
た
ち
―
」
に
関
連
し
た
講
演
会

を
開
催
し
ま
す
。

▼
日
時
＝
10
月
16
日
（土）
午
後
２
時

～
４
時　

▼
会
場
＝
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

▼
演
題
＝
「
中
根
東
里
と
芳
子
と

佐
野
と
」　

▼
講
師
＝
塩
村
耕
さ
ん
（
名
古
屋

大
学
教
授
）

▼
定
員
＝
先
着
60
人

▼
費
用
＝
無
料
※
企
画
展
は
別
途

入
場
料
が
か
か
り
ま
す

申
電
話
に
て
同
館
☎
（２２）
５
１
１
１

和
銑
釜　

江
田
工
房
作
品
展

▼
日
時
＝
12
月
３
日
（金）
～
６
日
（月）

午
前
10
時
～
午
後
４
時
30
分

※
修
理
、
取
り
扱
い
な
ど
無
料
相

談
会
を
同
時
開
催

▼
会
場
＝
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
（
ま

ち
な
か
活
性
化
ビ
ル
「
佐
野
未
来

館
」
２
階
）

※
11
月
23
日（
火
・
祝
）に
プ
レ
講

演
会
、
会
期
中
に
講
演
会
を
予
定
。

詳
細
は
文
化
立
市
推
進
課
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

申
同
課
☎
（２０）
３
０
４
４

元

ち

と

せ

コ

ン

サ

ー

ト 

２
０
２
１ 

i n 

佐
野

▼
日
時
＝
12
月
26
日
（日）
午
後
４
時

開
場
、
午
後
５
時
開
演

▼
会
場
＝
佐
野
市
文
化
会
館
大

ホ
ー
ル　

▼
費
用
＝
５
千
円

問
同
館
☎
（２４）
７
２
１
１

不
動
産
公
売
に
つ
い
て

▼
日
時
＝
11
月
11
日
（木）
午
後
１
時

50
分
（
予
定
）

▼
会
場
＝
市
役
所
２
階
202
会
議
室

※
公
売
対
象
不
動
産
の
詳
細
に
つ

い
て
は
、
収
納
課
納
税
係
へ
お
問

い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

問
同
課
☎
（２０）
３
０
１
０

10
月
１
日
は
「
浄
化
槽
の
日
」

　

浄
化
槽
が
性
能
を
発
揮
す
る
た

め
に
、
浄
化
槽
管
理
者
（
通
常
は

世
帯
主
の
方
）
に
は
３
つ
の
義
務

が
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

①
清
掃
…
市
の
許
可
を
受
け
た
清

掃
業
者
に
委
託
し
、
年
１
回
以
上

実
施
し
て
く
だ
さ
い
。

お
知
ら
せ

②
保
守
点
検
…
県
の
登
録
を
受
け

た
保
守
点
検
業
者
に
委
託
し
、
一

般
的
な
家
庭
用
の
場
合
、
年
３
～

４
回
実
施
し
て
く
だ
さ
い
。

③
法
定
検
査
…
浄
化
槽
使
用
開
始

後
４
～
８
カ
月
目
に
行
う
「
７
条

検
査
」
と
そ
の
後
毎
年
行
う
「
11

条
検
査
」
が
あ
り
ま
す
。
７
条
検

査
は
「
浄
化
槽
工
事
業
者
」
に
、

11
条
検
査
は
「
浄
化
槽
保
守
点
検

業
者
」
に
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

問
環
境
政
策
課
☎
（２０）
３
０
１
３

と
ち
ぎ
材
の
家
づ
く
り
支
援

事
業
の
お
知
ら
せ

▼
対
象
＝
県
産
木
材
を
一
定
量
以

上
使
用
し
た
住
宅
の
新
築
・
増
改

築　

▼
補
助
金
額
＝
県
産
木
材
の

使
用
量
に
応
じ
て
（
新
築
）
10
～

40
万
円
（
増
改
築
）
５
～
15
万
円

※
県
産
漆
喰
な
ど
の
使
用
で
上
乗
せ

補
助
あ
り
。
そ
の
他
交
付
条
件
あ
り

問
栃
木
県
林
業
木
材
産
業
課

☎
０
２
８
（
６
２
３
）
３
２
７
７

土
地
の
利
用
状
況
を

現
地
調
査
し
て
い
ま
す

　

土
地
の
固
定
資
産
税
は
、
国
の

基
準
に
基
づ
き
、
現
況
の
地
目
に

よ
り
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

適
正
な
課
税
を
行
う
た
め
、
土

催

物

し

1等
前後賞
合わせて

1等
前後賞
合わせて5億円5億円 5,000万円1等3億円×11本・前後賞各1億円

新市町村
振興

新市町村
振興

229 水 2210 金
［宝くじ公式サイト］https://www.takarakuji-official.jp/　［宝くじコールセンター］TEL 0570-01-1192（営業時間 平日10：30 ～18：30）

2種類同時発売！ 各1枚 300円
500万円×22本 100万円×550本

（11ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚） （5ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚）

2等 3等 5万円×2万本 1万円×20万本2等 3等

1等3,000万円×20本・前後賞各1,000万円
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皆さんの生活に関することについてのお知らせです。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

最新の情報は市ホームページをご覧




